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新型インフルエンザ（A/H1N1）の輸入ワクチンに関する 
契約変更について 

 
○ 輸入ワクチンについては、備蓄等を考慮してもなお余剰が見込まれる

ことから、輸入ワクチンの海外企業（ノバルティス社）との間で交渉を

進めてきたところ。 
○ 企業との交渉を重ねた結果、本日、ノバルティス社との間で、以下の

とおり、当初契約の変更について合意に達したところ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考） 

他の輸入ワクチンの海外企業１社（ＧＳＫ社）については、既に３月 
２６日に当初契約の変更について合意。 

 
 

平成２２年６月２８日 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策推進本部事務局 

［医薬食品局血液対策課］ 

(担当･内線) 課長 亀井（内２９００) 

             猪股（内２９０９） 

(代  表)   ０３(５２５３)１１１１ 

(直  通)   ０３(３５９５)２３９５ 

① 解約について 
・当初購入予定量(2,500 万回分)のうち、約 33.5%(約 838 万回分)を解約 
・解約に伴う違約金約 92.2 億円（解約分の約 86%） 
・上記の解約に伴い、約 15.6 億円の経費を節減 

 
② その他解約に際して合意に達した事項 
・H5N1 など新型インフルエンザパンデミックの発生に備えて、ノバルティス社が日

本に対し 4千万回分のワクチンの優先的な供給枠を 4年間確保することについて

合意 

 
 


